
　地方公共団体は、地方自治法第 1条の 3によりその種類（都道府県、市
町村、特別区並びに地方公共団体の組合及び財産区）が定められるととも
に、同法第２条によって法人格が与えられているため、地方公共団体とそ
れに属する機関（警察、消防、学校等）も含め、１貯金者として名寄せさ
れます。

　学校教育法に規定する小・中・高等学校等の児童または生徒がその学校
長の指導を受けて教育活動の一環として預入れる貯金（こども貯金）は、
児童・生徒の代表者名義による貯金等となっていても、それ自体を独立の
貯金者として扱うのではなく、構成員の貯金等として分割され、それが各
人の他の貯金等とともに名寄せされることになります。（「こども銀行」は
任意団体として扱われます。）

こども貯金（児童・生徒が教育の一環として預けてい
る貯金）の名寄せはどのような扱いとなるのですか。
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